
平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

三

一

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
一
〇
号

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
が
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な
る
月
数
に

達
し
た
後
に
納
付
し
た
保
険
料
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
が
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な
る
月

数
に
達
し
た
後
に
納
付
し
た
保
険
料
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
で
は
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
こ
と
等
に
よ
り
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
把
握
の
期
限
や
具
体
的
な
方
法
、
対
象
者
に
対
す
る
通
知
の
実
施
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

任
意
加
入
被
保
険
者
制
度
上
、
平
成
十
七
年
四
月
以
降
に
納
付
さ
れ
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
保
険
料
納
付
済
期

間
等
が
四
百
八
十
月
に
達
し
た
と
き
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
時
点
で
保
険
料
納
付
済
期
間
等
が
四
百
八
十
月
を
超
え
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
に
被
保
険
者
の
資
格
を
自
動
的
に
喪
失
さ
せ
、
そ
れ
を
超
え
て
保
険
料
が
納

付
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
還
付
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
任
意
加
入
被
保
険
者
制
度
に
つ
い
て
は
、

一



加
入
を
任
意
と
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
性
格
よ
り
も
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
を
可
能
と
す
る
と
い
う
制
度

の
目
的
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
平
成
十
七
年
三
月
以
前
に
納
付
さ
れ
た
保
険

料
で
あ
っ
て
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な
る
月
数
に
達
し
た
後
に
納
付
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
七
年

三
月
以
前
納
付
保
険
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
任
意
加
入
被
保
険
者
の
意
思
に
よ
ら
ず
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
被

保
険
者
の
資
格
を
自
動
的
に
喪
失
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
般
、
任
意
加
入
被
保
険
者
制
度
の
目
的
を
重
視
す
べ
き
と
い
う
平
成
十
六
年
改
正
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
平
成
十

七
年
三
月
以
前
納
付
保
険
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
任
意
加
入
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
続
人
）
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
が
可
能
と
な
る
月
数
に
達
し
た
時
点
で
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
資
格
喪
失
の
申
出
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
資
格
喪
失
さ
せ
た
上
で
保
険
料
を
還
付
す
る
こ
と
と

し
た
が
、
こ
れ
は
、
任
意
加
入
被
保
険
者
は
、
任
意
加
入
し
た
当
時
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な
る
月
数
に

達
し
た
時
点
で
資
格
喪
失
す
る
意
思
を
有
し
、
そ
の
意
思
が
継
続
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
と
の
考
え
方

二



に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

三


